
一般社団法人日本病院会御中

事務連 絡

平成27年4月30日

厚生労働省医政局総務課

マイナンバー（社会保障・税番号）制度の周知・広報への協力依頼について

本年10月以降、マイナンバーの付番・通知が始まり、来年1月からマイナンバーの利用

が開始されます。

すべての国民、すべての事業者に関係するマイナンバー制度の施行に向け、貴団体におか

れましでも、別紙のマイナンバーに関する広報・普及啓発媒体もご活用いただき、会員等に

対して、マイナンバー制度の周知・広報にご協力賜りたく、ご連絡申し上げます。（下記に

対応例をお示ししています。）

なお、マイナンバー制度の概要資料（別添1）及び民間事業主向けの資料（別添2）を添

付させていただきますので適宜ご活用ください

※ 対応例。貴団体の機関紙、ホームページ、 SNS （メノレマガ、 Facebook、twitter等）等を

活用した情報発信

広報誌や機関誌にマイナンバー特集記事を掲載いただける場合には、原稿案を

内閣官房から提供することも可能です

マイナンバーホームページやコールセンターの紹介等の情報発信をご検討くだ

さい。

0 貴団体HPトップページにマイナンバーのパナー掲示

詳細は別紙をご覧ください。

0 関係業界内の説明会・勉強会の開催

0 チラシその他の広報媒体の配付、活用

（参考）周知広報関連資料の例

（社会保障・税番号制度 HP)

・マイナンバー広報資料（サマリー版・全体版）

．事業主向けマイナンバー広報資料

http://www.cas.go.jp/jp/seisaku/bangoseido/ 



（特定個人情報保護委員会HP)

－特定個人情報の適正な取扱いに関するガイドライン

http://www.ppc.go.jp/legal/policy/ 

（厚生労働省 HP)

・事業主のみなさまへ

http ://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000063273.html 

（国税庁 HP) 

．社会保障・税番号制度について

https://www.nta.go.jp/sonota/sonota/osirase/mynumberinfo/index.htm 



（参考）

0地方公共団体での取組事例

・説明会・出前講座等の実施

＊地域の経済・税・社会保障その他の関係業界団体等への説明会等の開催

＊自治会、婦人会、民生委員児童委員、学校等に対する説明会・出前講座の実施

＊税務署、年金事務所、ハローワーク等とタイアップした説明会等の開催

・広報紙、ホームページ、 SN S  （メルマガ、 Facebook、twitter等）での情報発信

・ポスター掲示、チラシの配布

・各地方公共団体ホームページにマイナンバーのパナー掲示

．他の地方公共団体との情報共有

0内閣府（内閣官房）から各省庁への依頼事項

－各省庁広報紙や各業界紙でのマイナンバー特集記事の掲載

．各省庁SN Sで、のマイナンバー関係、情報発信

－各省庁ホームページのトップページにマイナンバーのパナー掲示

・関係業界団体に対し、マイナンバー周知・広報の協力依頼

・地方公共団体や関係、業界団体向けの説明会等の開催

・関係省庁から、税務署、年金事務所、ハローワーク等に対し、地方公共団体とタイ

アップした説明会の開催等の協力依頼

・身分証明証が必要な手続きについて、個人番号カードが使用できることの周知

．法人番号の積極的な活用の検討



ー’

（別紙）

マイナンバー（社会保障・税番号）制度の広報について

1 広報・普及啓発媒体について（平成27年2月時点）

( 1）マイナンバーホームページ

内閣府（内閣官房）として、マイナンバー（社会保障・税番号）制度のホームペー

ジを開設し、広報・普及啓発媒体やよくある質問（FAQ）などを掲載しています。

また、関係省庁の特設サイトへのリンクも掲載しています。

．ホームページアドレス： htto ://www.cas .e:o. in/in/ seis aku/bane:o同 idol

・検索ワード：「マイナンバー」

・関係省庁のマイナンバー特設サイト

－特定個人情報保護委員会

htt口：／／www.ooc.e:o.io

－総務省

地方税：

httn：仇il'WW.SOUIDU.Q'O.in/main SORiki/iirhi zeisei/56538.html 

個人番号を活用した今後の行政サービスのあり方に関する研究会

htto・：／／www.soumu.e:o.io/mains0Riki/k<mkvu/mvnumbe1・/index.html 

－国税庁（マイナンバー特設サイト）

htto://www.nta.e:o.io/sonota/sonota/osirase/mvnumbe1・info/index.htm 

・厚生労働省（マイナンバー特設サイト）

htto：／.九rww.mhlw.e'o.io/stf/seisakunitsuite/bunva/0000062603.html

(2）マイナンバー公式ツイッター

マイナンバー公式ツイッターで情報発信を行っており、内閣府（内閣官房）の情報

に加え、関係省庁のホームページの更新情報の紹介などを行っています。

・公式twitter: httos://twitter.com/l¥IIvNumber PR 

( 3）マイナンバーコールセンター

内閣府（内閣官房）において、平成26年10月1日よりコールセンターの運営を

開始しています。国民や事業者からのご質問に回答するとともに、必要に応じ、関係

省庁につなぐことにより、ワンストップでの対応を行っています。

・電話番号．日本語 0570-20ー01 7 8 （マイナンバー）

英 語 0570-20 0291 

・受付時間：平日 9時30分～ 17時30分（土日祝日・年末年始除く）

・開設期間・平成26年 10月1日～平成29年9月末（予定）



(4）マイナンバー啓発用ポスター

マイナンバー啓発用ポスターを平成26年 10月に、地方公共団体、税務署、年金

事務所、ハローワーク等に配布しました。

マイナンバーホームページにも、ポスターの電子データを掲載していますので、印

刷してチラシ等にご活用ください。

．ポスター httn://www.cas.!rn.in/in/seisaku/bamrnseido/knuhou.html

( 5）民間事業者向け資料

関係省庁のホームページで、以下のような資料が公表されています。（随時、最新

情報に更新される予定）

ア 内閣府（内閣官房）

－事業者向けマイナンバー広報資料（説明文付） ・ FAQ （よくある質問） 等

イ 特定個人情報保護委員会

・民間事業者向けガイドライン・ Q&A・ガイドライン説明資料等

ウ総務省

・地方税関係資料

・個人番号を活用した今後の行政サーピスのあり方に関する研究会資料等

エ国 税庁

－国税関係資料

・法人番号関係資料

オ厚生労働省

・医療保険者向け資料

・民間事業者向け資料（社会保障関係）

(6）政府広報

当面、今年度中に、 TVCM(3・月第2週から 3週間の予定）、新聞記事下広告

(3/15 （日）、 16（月）の予定））、新聞折込広告（3/29（日）の予定）、雑誌、 l四B

等、多様なメディアを活用したマイナンバー制度の広報を実施予定です。

(7）外国人向け広報

現在、特設ホームページ内で、英語での情報提供を順次始めており、今後、中国語

（簡体字・繁体字）、韓国語、ポルトガル語、スペイン語の情報提供も順次始める

予定です。コールセンターも来年度は5か国語で対応可能とする予定です。

( 8）今後の予定

今後、障害者向けの広報についても媒体の作成等を行う予定です。

その他、マイナンバーの周知・広報に活用可能な媒体等はホームページで広く情報

提供するほか、随時お知らせする予定です。

Eミ



2 マイナンバー広報用ロゴマークの使用について

内閣府（内閣官房）では、マイナンバーの広報・啓発を促すためのロゴマーク（マイナ

ちゃん）を作成しました。

本ロゴマークにつきましては、地方公共団体や個人番号利用事務実施者である健康保険

組合、当室から広報の協力依頼文書を発出した団体等は、使用許可を経ずにマイナンバー

の広報に使用することが可能です。なお、民間企業・団体等については、当室の利用承認

を受けていただいた上で使用していただいております。

ホームページや広報紙、独自のチラシ等の作成に当たり、積極的にご活用ください。

なお、民間企業等によるロゴマークの使用の詳細については、マイナンバーホームペー

ジに掲載している「マイナンバーロゴマーク使用規約J及び「マイナンバーロゴ、マーク利

用ガイドライン」をご確認ください。

ロゴマークの詳細：

htto://www.cas.四 .io/io/seisaku/bane:oseido/loe:o.html

3 マイナンバーホームページのパナー画像について

マイナンバーホームページのリンク用パナー画像をホームページで公開しています。

ホームページ右上の「リンク設定についてj をご覧いただき、積極的にご活用ください。

httn ://www.cas .e:o. in/in/ sei saku/bane:c seido/link/ 

出3マイナンパ・ー
苛三五社会保障”税番号制度



－市区町村から、住民票の住所に通知カードが送付されます。

・通知カードを受け取られた方は、同封された申請書を郵送すること等により、

市区町村の窓口で［個人番号カード l の受付帯F号け~i:'" fが下宍支す白
愛称：
マイナちゃん

円 F 仇 市 町 付 吋抑「ーマ将司吉町村宗一定市部ヤ＇~＂＂＂＇川明？将司ヰナザ明、判明戸時間駒内町鳴子川市開吋戸時的降雨稿欄明明開明昭市間前開閉胃欄軍~朝時期間丸二

平成2鰐~思惑·~~~~~輩記か！連強爆展ぷ強霊祭震捜鱒思君臨割周忌草郡
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国民の利便性の向上

添付書類の削減など、行政手続が簡素｛じ
され、負担が軽減されます。情報提供等
記録開示システムによる情報の確認や提
供などのサービスを利用できます固

マイナンバーは、

行政の効率化

行政機関や地方公共団体などで犠尽な情
報の照合や入力などに要しでいる時間や
労力が大幅に削減されるとともに、より
正確｜こ行えるようになります．
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社会保障・税番号制度

民間事業者の苅応

愛称：マイナちゃん

平成27年2月版
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行政の効率化



－住民票を有する全ての方に 1人1つの番号（12桁）が通知されます。

－市区町村から、住民票の住所にマイナンバーの通知力一ドが送られます。
住民票の住所と異なるところにお住まいの方は、注意してください。

※ 国外に滞在し、住民票のない方にはマイナンバーは付香されません。
帰国して住民票が作成される際にマイナン）＼ーの指定や通知力t‘行われます。

※ 外国籍の方でも、中長期在留者、特別永住者などで住民票がある場合には、
マイナンバーが付香されます。

－法人には、 1法人1つの法人番号（13桁）が指定され、
どなたでち自由に使用できます。

－番号が漏えいし、不正に使われるおそれがある場合
を除き、マイナンバーは一生変更されません。 2 



平成2~年；｝1：月か句、J

マイナンバーは社会保障・税・災害対策分野の中で法律で定められた行政手続にレか使えません。

税

に

－年金の資格取得や確認、給付 ・税務当局に提出する申告書、届出書、 －被災者生活再建支援金の支給

・雇用保険の資格取得や確認、給付 調書などに記載 ・被災者台帳の作成事務

－ハローワークの事務 ・税務当局の内部事務

－医療保険の保険料徴収

－福祉分野の給位、生活保護 など など

※ このほか、社会保障、地方税、災害対策に関する事務やこれらに類する事務で、地方公共団体が条例で定める事務に
マイナンバーを利用することができます。

など

3 



事裂に；

厚生年金の裁定請求の際に年金事務
所にマイナンバーを提示します

園

‘ 

毎年6月の児童手当の現況届の際に
市区町村にマイナンバーを提示します

市区町村

区口口口：
口＼Rn：~il
ム己民

． 匿ヨ

勤務先はマイナンバーの提示を受け、
源泉徴収票等に記載します

従業員やその扶養家族の個入醤

号を源泉徴収票等に記載して税f二

務署や市区町村に提出します

証券会社や保険会社等はマイナンバーの
提示を受け、法定調書等に記載します

． 守固園＇

顧客の個人番号を法定調書
等に記載して税務署などに
提出します

‘ 



J インターネット

情報提供
ネットワーク
システム

司、

符号を用いて
情報を連携
する仕組み

時F,J 
IFシステム

園川
公的個人認証

個人

f市町村が
凡1寸番

5 



個氷雪割譲住民棒服用途開闘賞臨調鵬

本人からの申請により、市町村長が個人番号カードを交付します。

（裏面） ( -
b～戸川司品1ザ争相h

個人番号 12345678 9012 

（表面） 必
勝
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名民

個人番号カードの券面には、
「氏名』、『住所』、『生年月日』、
『性別J、『個人番号』等が記載
され、『本人の写真』が表示され、
これらの事項等が ICチップに
記録されます。

①個人番号カードは、本人確認の措置において利用します。

②市町村の機関は、個人番号カードを、地域住民の利便性の向上に資するものとして

条例で定める事務に利用することができます。

③マイ・ポータルへのログイン手段として、「電子利用者証明」の仕組みによる公的個人

認証に利用します0 . ♂ 6 



個本情

・ 個人番号を用いた個人情報の追跡・名寄せ・突合が行われ、集積腿集約された個人情報が外部に
漏えいするのではないかといった懸念。

・ 個人番号の不正利用等（例：他人の個人番号を用いた成りすまし）等により財産その他の被害を
負うのではないかといった懸念。

・ 国家により個人の様々な個人情報が個人番号をキーに名寄せ首突合されて一元管理されるのでは
ないかといった懸念

①番号法の規定によるものを除き、特定個人情報（マイナンバーをその内容に含む個人情報）
の収集圃保管、特定個人情報ファイルの作成を禁止（番号法第20条、第28条）

②特定個人情報保護委員会による監視・監督（番号法第50条～第52条）
③特定個人情報保護評価（番号法第26条、第27条）
④罰則の強化（番号法第67条～第77条）
⑤マイ圃ポータルによる情報提供等記録の確認（番号法附則第6条第5項）

①個人情報を一元的に管理せずに、分散管理を実施
②個人番号を直接用いず、符号を用いた情報連携を実施
③アクセス制御により、アクセスできる人の制限皿管理を実施
④通信の暗号化を実施

7 
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国民 民間事業者 行政機関. • ,;A. ,,,,,,, •• ••守

各種法定調書や被保険者
資格取得届等に個人番号
を記載し、行政機関等に
提出します。

従業員や
その挟聾家族

支払調書

［：持者雫王論｜
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日

届
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同

等

資
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劃
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一

間
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25.4.1 

25.4.1 

金融機関の顧客
原稿の執筆者など
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国税通則法 （書類提出者の氏名、住所及び番号の記歳等）

第百二十四条 国税に関する法律に基づき税務署長その他の行政機関の長又はその職員に申告書、申請書、届出書、調書その他の書

酒害提出する者は‘当霊童書誼にその氏名（法人については、名称。以下この項において閉じ。）、住所又は居所及び重量（番号を有
しない者にあっては、その氏名及び住所又は居所）客盟盤しなければならないぬ （略）

※地方税関係の申告書等の様式については、地方税に関する法令に規定．

税務関係の申告書、申請書、届出書、調書その他の書類に番号を記載

従業員や金銭等の
支払を受ける者

民間事業者l立、個人番号関係事
務実施者として金銭等の支払を
受ける者の番号の提示を受ける

～J民同軍蛸手＇J
「「l t笥答詑1:::｜酔輔：司焦λ；：
／申告書ト必ず.:fIN•一一一一一－ mi:

干支払

源泉徴収束（支払報告書）・支払聞書
等に支払を受ける者等の番号及び民
聞事業者の番号を記蔵して提出



（治定調書に関拐事務での取扱（法定剛健な変更点）：； ロ：、－ •• ·• • •• •• • . {'""'( ¥%ik4＞；斗
（例） l番号制度導刈 l l番号制主導入後のイメージ」

平成 年分報酬、料金、契助金及び賞金の支払鯛餐
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実何者 2‘又島 I l・A・4歩又飴

ーl’人・..
区分白 l 制 調 ＂他企－－－）；.－石＇＂＇－ .. -.. －.「正『

荷重E

；干；

I玄塾査皇位益重iの鍾ム重量
皐民法み量量をli!8

E玄弘章iの
個A蕃磐叉I主筆λ番号

をE蛾

＇＂副
・人・4’又陥
＆ λ・..一一0 主に支払章及び支払を受ける者の盟主量豊又lま盗み量豊を記載します。

0 このほか、給与所得の源泉徴収票及び給与支払報告書は、企豆立壬亙カ、ら企E立壬互になります。

※ 給与所得の源泉徴収票には、税務署提出用と本人交付用がありますが、本人交付用には、支払者の個人番号又は法人番号は
記載しないこととなっています。

源泉珊喫セ；：桝開明言襲i毛剤鱒鰐騨繍鱒鱒蛸醐蟻肩掛餅横瀬繍構掛照j
0 「給与問尊者側夫劃空除等（異動）申告書」については、給与所得者本人、控隙対象国偶者、控除対象技種競旗等の個

み量豊の記載が必要となります。
また、この申告書の提出を受けた給与等の支払者は、給与筈の支払者の個人番号叉は法人醤号をその申告書に付記す
する必要があります。

0 給与等の支払者等力守是出を受ける書類のうち受給者が個人番号を記載する書類は、ほかにち以下のちのなどがあります。

「従たる給与についての扶養控除等（異動）申告書」、 「給与所得者の保険料控除申告書兼給与所得者の配偶者特別
控除申告書」、 「退職所得の受給に関する申告書j 、 「公的年金等の受給者ゆ扶養親族等申告書J

（注）これらの申告書についても、提出を受けた給与等の支払者等は、その申告書に給与等の支払者等の個人番号文は法人番号を
付記す否必要があります。
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番号制度導入後（平成28年1月以降）は、申告書・法定調書等の提出に当たり、当該提出者等

に係る番号を記載します。

税務関係書類への一般的な場合の番号の記載及び提出時期は以下のとおりです。

所得税 ｜（国税）

個人住民税

個人事業税

法人税

法人住民税

平成28年1月1日の属する年分
（地方税）｜以降の申告書から

＇（地方税）

（園税）

平成28年分の場合

司平成28年分の確宮申告期［平底29年2-l'I 16日から3周 15固まで｝

｛個人住民税及び咽人事業税は平成29年3l'l 15 8まで）

平成28年1月1日以降に開始する ｜平成28年12月末決算の場合
（地方税lI I 

事業年度に係る申告書から ｜ 司平成29年2-l'I 28固まで（延長法人は平成29年3月31固まで）

法人事業税 I （地方税）

法定調書

支払報告書

申請書・届出書

平成28年1月1目以降の金銭等の
（園税）｜

支払等に係る法定調書から（注）

（地方税）｜平成28年分の支払報告書から

（国税・｜平成28年1月1日以降に提出すベ吉

地方税）｜申請書等から

（倒）平成28年分特定口座年間取引報告書

時平成29年1月31日まで

（例）平成28年分給与支払報告書

当平成29年1月31固まで

各税法に規定する‘提出官ベき期限

（注）平成28年1月1目前に締結された「税法上告知したものとみなされる取引』に基づき、同日以後に金銭等の支払等が行われるものに係る
「番号Jの告知及び本人確認については、岡田から3年を経過した日以後の最初の金銭等の支払等の時までの聞に行うことができます．

12 
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給与所得者の扶聾控除等（異
動）申告書

給与所得者白保験料控除申告
書兼給与所得者の配偶者特別
控除申告書

公的年金.の畳給者の扶聾親
族等申告書 など
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法人税｛申告書吉む）
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l給与の支払い

i年金・健康保険・
1雇用保険などの
i保険料の徴収

降中主な幽輔の倒 ｜ 
磁調輯園開望警型空－事・ニニ・一 一一一ーーー一一

.~1 ：：£＇~ 

雇用保険被保険者資格取得届 適用事業所の事業主

雇用保険被保険者資格喪失届 適用事業所の事業主

健康保険・厚生年金保険被保険者資格
適用事業所の事業主

取得届

j被保険者資格 ~ 
l取得の届出など l’
lの社会保険関
！係手続き（個人

. : 番号等を記載）

被保険者資格取得届
【イメ~，，

’E人骨骨 ...盆氏名 ~事格R取B，． 
5678・・・ 書号ー郎 25 41 

1234・・b ' x花予 お 4.1

株式会社＂ I

｜ 根拠条文 一国属議事調国
す一律·~·ャ T，培、び号・ f’ J ’苛バ ，.－；！＜＞＂＂ :cJ＇ τ ？で芦~－－＂＂吋＇＂＇ママ守’O門戸

ハローワーク 雇用保険法施行規則第6条

ハローワーク 雇用保険法施行規則第7条

..ぜ計三日、 ρ~＇%＇.. ，，.，，，日... .,.. .. ，戸吋~·号令官トヤ＂＂＇＂＂＂＂ウ Aエマア”が，，，ぢ，.

健康保険組合・ 健康保険法施行規則第24条
日本年金機構 厚生年金保険法施行規則第15条

震自険厚生年金保険被保険者資格 適用事業所の事業主 ::::::・ ：：：：：：：：詳言語22条 14



｜ 施行日 ｜ 主な届出書等の肉容 ｜ 

雇用保険 以下の様式lこ『個人番号Jを追加予定 平成28年1月1日提出分～

健康保険”

厚生年金保険

・雇用保険被保険者資格取得届

－雇用保険被保険者資格喪失届 等

以下の様式に「法人番号」を追加予定

・雇用保険適用事業所設置届 等
"' ⑫ 桝合d単必ぷ泌湖，曲品剖一F一叫山4…斗蜘k説f叫偽昆占ふζ，~，＇＇，；円Pψ山；弘？：糾五；＝：バt千fぷ；苔忌ふ戸，，，，令

以下の様式に「個人番号」を追加予定 平成29年1月1日提出分～
冒健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届

－健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届

・健康保険被扶養者（異動）届 等

以下の様式に「法人番号」を追加予定

．新規適用届等

※1個人番号を取得するときは、個人情報保護法第18条に基づき、利用目的を本人に通知又は公表する必要

があります。また、本人から直接書面に記載された個人番号を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その

利用目的を明示する必要があります。この場合、複数の利用目的をまとめて明示することは可能であり、雇用保

険や健康保険の事務等をまとめて明示していただく等して、なるべく効率的にご対応いただくことを想定しています。

※2この他、既存の従業員・被扶養者分の個人番号について、平成28年1月以降いずれかの時期に、健康保険

組合・ハローワークにご、報告のお願いをする予定です。

※3 国民健康保険組合については、平成28年1月1日～各種届出書等にマイナンバーを記載することとなります。15



言書

・雇用保険関連事務（事業主提出関係）

雇用保険被保険者資格取得届

雇用保険被保険者資格喪失届・氏名変更届

高年齢雇用継続給付受給資格確認票・（初回）高年齢雇用継続給付申請書（注）

育児休業給付受給資格確認票・（初回）育児休業給付金支給申請書（注）

介護休業給付金支給申請書（注）

（注）事業主の方が提出することについて労使聞で協定を締結した上で、できるだけ事業主の方に提出していただくこととしています。

16 



・健康保険・厚生年金保険関連事務（適用関係）（事業主提出関係）

塑討議費勝峨議
健康保険・厚生年金保険

被保険者資格取得届／

厚生年金保険70歳以上
被用者該当届

健康保険個厚生年金保険

被保険者資格喪失届／

厚生年金保険70歳以上

被用者不該当届

厚生年金保険被保険者
資格喪失届／70歳以上

被用者該当届

健康保険・厚生年金保険
被保険者報酬月額算定

基礎届／厚生年金保険70

歳以上被用者算定基礎届

健康保険・厚生年金保険

被保険者報酬月額変更届
／厚生年金保険70歳以上

被用者月額変更届

健康保険被扶養者（異動）届

／国民年金第3号被保険者
関係属

国民年金第3号被保険者
関係届

健康保険・厚生年金保険
育児休業等取得者申出書
（新規・延長）／終了届

健康保険・厚生年金保険

育児休業等終了時報酬

月額変更届／厚生年金

保険70歳以上被用者育児

休業等終了時報酬月額相当

額変更届

健康保険・厚生年金保険

産前産後休業終了時報酬

月額変更届／厚生年金
保険70歳以上被用者産前

産後休業終了時報酬月額
相当額変更届

厚生年金保険養育期間
標準報酬月額特例申出書・
終了届

厚生年金保険被保険者

種別変更届

厚生年金保険特例加入

被保険者資格取得申出書

健康保険・厚生年金保険
新規適用届

※組合によっては、被保険者証の検認又は更新等において、個人番号を記入した書類の提出を求められることがあります。
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・健康保険関連事務（給付関係）（事業主・本人提出関係）



利用目的はきちんと昭示！

－マイナンバーを取得する際は、利用目的を特定して明示
（※）する必要があります。
（例） 「源泉徴収票作成事務j 「健康保険・厚生年金保険届出事務」

・源泉徴収や年金・医療保険・雇用保険など、複数の目的で
利用する場合は、まとめて目的を示してち構いません。

※個人番号を取得するときは、個人情報保護法第18条に基づき、利用目的を本人に通知又は公表する。また、本人
から直接書面に記載された個人番号を取得する場合は、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示する。

本人確認は成りすまし防止の定めlこち厳格1;:! 

・マイナンバーを取得する際は、他人の成りすまし等
を防止するため、厳格な本人確認を行います。

・本人確認では、②正しい番号であることの確認（董呈壁翠）
と②手続を行っている者が番号の正しい持ち主である

ことの確認（皇Z量墨）を行います。
19 
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事業者への提出義務者
時第3号被保険者 事業者への提出義務者＝令錐豊量

※従業員は代理人などとなる

ド 本人確認の必要性 ｜ 

のべ
国

園

内

ン

業

ナ
従

W

｜ 本人確認の必要性 ｜ 



～王寺マ，：（，事ミdぶ戸＠取扱似を：7J:tJ｝.~給率《幌鱒勝作ミi
解説し＠：＿/1r~ ドg;~~·怒るそ2意志j E心 E

; 0マイナンバーを用いた個人情報の追跡・突合が行われ、集約された個人情報が
！ 外部に漏えいするのではないか。

0他人のマイナンバーを用いた成りすまし等により財産その他の被害を負うのでは
ないか。

一
·~I 法律では、マイナンバーの利用範囲を限定し、利用目的を超えた目的での
μ持η利用を禁止するなど保護措置を規定しています。

0法律で規定された保護措置及びその解釈について、具体例を用いて分かりゃすく
解説しています。 ？ 

i O民間企業へのヒアリングや企業の実務担当者が参加する検討会の議論を踏まえ、

I ＿~；ナン／〈 実務の鵬で適正に取り扱われるため？具体？？指F針を示し？。 ..• 
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［軌跡］
一，

【マイナンバーの利用制限】

0マイナンバーの利用範囲は、法律に規定された社会保障、税及び災害対策に関する
事務に限定されています。

I 【亨ミナンノ〈ーの提供の要求】10社会保障及び税に関する手続書類の作成事務を行ラ必要がある場合に限って、本人
などに対してマイナンバーの提供を求めることができます。

【マイナンバーの提供の求めの制限】

0法律で限定的に明記された場合を除き、マイナンバーの提供を求めてはなりません。

【特定個人情報の提供制限】

0法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を提供してはなりません。

【特定個人情報の収集制限】

0法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集してはなりません。 2



必要かっ適切な
監督

［委託先の監督］

必要かっ適切な
監督

必要かつ適切な
監督

C社

O社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部文は一部の委託をする者は、
委託先において、法律に基づき委託者自らが果たすべき安全管理措置と同等の措
置が講じられるよう必要かつ適切な監督を行わなければなりません。

． 
【再委託】

O社会保障及び税に関する手続書類の作成事務の全部又は一部の委託を受けた者

は、委託者の許諾を得た場合に限り、再委託をすることができます。 214 



［安全管理措置1
0事業者は、マイナンバー及び特定個人情報の漏えい、滅失文は鍛損の防止その
他の適切な管理のために、必要かつ適切な安全管理措置を講じなければなり
ません。また、従業者に対する必要かつ適切な監督を行わなければなりません。

O中小規模事業者に対する特例を設けることにより、実務への影響に配慮して
います。

＜組織体制例＞
責任者00課長

事務取扱
担当口口係

券
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【特定個人情報の保管制限】

0法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を保管してはなりません。

【特定個人情報の収集・保管制限（廃棄）】

iO法律で限定的に明記された場合を除き、特定個人情報を収集又は保管することは

L二ロ会保一一書類のー処理す訴がなく喜々、所管法令において定められている保存期間を経過した場合には、マ
イナンバーをできるだけ速やかに廃棄文は削除しなければなりません。

26 



γ引で≫；主主同夜開繭樹海野爾j手痛帯雨雨明線開得意？明科学索開務署き
・国税庁長官l立、①設立登記法人、②固め機関、③地「民主共団
体、④その他の法人や団体に13桁の法人番号を指定します。

・これら以外の法人等でも一定の要件を満だす揚合、届け出る
ことにより法人番号の指定を受けることができます。

一一一I会社や国の機関等については、特段の手続を
要することなく、法人番号が指定されます。

. .、，－，－－牛 tヤ F 、 J ,. •• 

・平成27年10月から法人の皆さまに法人番号などを記載した目
通知書の送柑を開始する予定です。

ー，－・阻::m』r官：＇＇
3ゃ

輔自由

-.,,-

－法人番号を指定した法人等の①名称、②所在地、③法人番号 Ii
をインターネットを通じて公表します。

｜も

'・'' ＂協定怨お記＇~＇·＇＇＇い吟訓＂＂~＂＂

ポイント！
1法人に
1番号のみ

〔供同行.... ～！台二川i、三.• .. :; ’守、記；；者

ポイント！
登記上の所在地に

通知書をお届け

ポイント！
法人番号はどなだでも

自由に利用司能
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④マルチデバイス苅応
パソコンからの利用に加えて、
タブレッ卜、スマートフォン
からち利用可能

一＋一一
①法人情報を番号・名称・所在地で検索
②法人情報のダウンロード機能
③ Web-API機能（システム閏連携イン

タフェース〉

~，. 

♂？寸＇＞

、」28

企業等のシステムから法人情報を
直接取得するためのインタフェー
スの提供

" . 

, 7 、
ムド

、



平成27年10月～

法人番号の通知を開始予定

, ,, 

．・
法人情報の検索・

ダウシロード
Web-AP！の提供

I E法人番号により企業等法人の名称・所在地がわかる。

新たな価値の創出

・・州わかる。 I )> ）臥酷をキーに法人の名称・所制力関こUi嗣能
L －園田ーJ 〉鮮度の高い名称・所att!l'情報が入手可能となり、聴聞盲報の登録・更新作業胡陣化

コ竺ー法人番号を軸に企業等法人がつながる。

‘一川つながる。十欝提言書思議認観に品1て勲るコー同盟されている弼｜矧轍に、法人酷組問こと臥り、関隅駒

〉行政機関聞において、法人番号伺布団別の法人に閲する情報の綬受が司能となれば、法人の特定や名寄せ、紐f廿け作業力効率化

『司’F

ひろがる。

法人番号を活用した新たなサービスがひろがる。
〉行政機関聞での法人番号を活用した情報連携力箇られ行政手続における届出・申請等のワンストップ化力努喜男すれば、

法人 G鴎）側の負勘軍制
〉開聞において、法人番号を活用して企業情報を共有する基盤施輔されれば、企業j間関｜におけるj細書類の削減等の罰捌

率化湖周寺されるほカ＼国民に対レても有用な企業情報の餌助句能



まず、対象業務を洗い出した上で、組織体制や
個人番号利用開始までのスケジュールの整理など
対処方針を検討し、組織として決定してください。

［個人醤号の流れ l l棚網棚1r槻繍側）

［取得体人J時均］ 入社 u納税手続J

皐上関係 年末調整、

変更（結婚、 源泉徴収
被扶養者追加等） 等

圃 E 長E主凶博司園

」ゃ保管 ］ 
休職・復職

3；ネ関£係会保手続険？で
組織異動
（分社、出向等） 雇用保険、

証明書発行
健康保険、

厚生年金

」開示・訂正・利用停止］

退社 保隙等

I対処会計械裕i繍貴州

［社内規程の見直し（基本方針、取扱鵬） ] 

｛システム対応〈改修等〉 J 

安全管理措置（組織体制、担当者の監督、
区域管理、漏えい防止、アクセス制御など）

［担問修・勉強会の実施 l
r：ーーーー一一ー－一一一一一回哩型空＝－－一一空空空空空空空空空竺F空竺型空空空里空竺竺暫型＝型空ーー型空？ーl

詳細は、特定個人情報保護委員会のガイドライン等で確認してください。 ~ 
.·~…円…パ…也、，… .......…叩’…一‘……山，.. 「...…研一……一一一一一一一一一



最新情報lま

ママ？引いお~~.！~！憎：＿rt
httos://twi性er.com/MyNum切にPR

マ寸； 1J·~ L／~，~ ~~－マー。
公 園の行政機関や地方公共団
体などの番号利用事務実施者
は、マイナンバーの普及啓発
のため、ロゴマークを御使用
いただけます。

大 番号利用事務実施者以外で
マイナンノてーの普及啓発に御
協力いただける方は、内閣府
の承認を受けて、ロゴマーク
をご使用いただけます。

愛称：マイナちゃん

ご薄明な患！詑
気べ争当b＇くま土偶

マイナ）｝＼＂－

@g才QJ,::-J?JWロ＠切符
まだj

※ ナピダイヤルは通話料がかかります。 一－一
※ 一部 IP電話等でつながらない湯合は
050-3816-9405までおかけください。

※平日9時30分～17時30分
（土日祝日・年末年始を除く） 3 


